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パチンコファンに対する「安心貯玉」（第三者貯玉管理）の

周知と認知度の向上を目的として、Ｊ-ＮＥＴ主催による

「安心貯玉キャンペーン」を開催

パチンコファンに対する「安心貯玉」（第三者貯玉管理）の

周知と認知度の向上を目的として、Ｊ-ＮＥＴ主催による

「安心貯玉キャンペーン」を開催

「第17 回 安心貯玉キャンペーン」の開催

   「第17回　安心貯玉キャンペーン」は、パチンコファン

に向けてJ-NETによる「安心貯玉」（第三者貯玉管理）

の周知と認知度向上を目的として開催します。

　これにより、「J-NET（安心貯玉）」及び「一般社団

法人貯玉補償基金（貯玉／メダルの補償）」と契約し

た「安心貯玉契約店」では安心して貯玉／メダル・再プ

レーシステムがご利用いただけることを啓蒙すると共

に、安心貯玉の更なる普及拡大を図り、貯玉／メダル・

再プレーシステムの適正な運用をより確実なものと

します。

「安心貯玉キャンペーン」概要

   今回で17回目を迎える「安心貯玉キャンペーン」は、

実際に遊技されるパチンコファンはもとよりパチンコに

興味を持っていただきたい方々に向けて、安心貯玉契

約店でのポスター掲出やWEB等を活用して展開し、

18歳以上（日本国内在住の高校生を除く）なら誰でも

応募が出来るオープン懸賞方式で実施いたします。

　　応募方法は、パソコン・スマートフォンから「安心

貯玉.com」サイト内の専用応募フォーム、又はキャン

ペーン用応募はがき、一般はがきで応募できます。

　

   キャンペーンへの応募にあたってはアンケート

にご協力いただき、安心貯玉及び貯玉補償制度に

対する現状の認識確認や今後のサービス向上に

つなげて参ります。

　 主なアンケート項目は「Ｊ-ＮＥＴの認知度」「貯玉

補償基金の認

知度」「貯玉／

メダル・再プレ

ーシステムの利

用度」「ギャン

ブル等依存症

対策の取り組

みへの認知度」

等です。

　

「安心貯玉キャンペーン」への応募

●「第17回 安心貯玉
　 キャンペーン」
　 ポスター イメージ
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第三者貯玉保証管理制度契約法人（ホール）が
経営破綻等した場合の貯玉／メダルの補償業務
第三者貯玉保証管理制度契約法人（ホール）が
経営破綻等した場合の貯玉／メダルの補償業務
　第三者貯玉保証管理制度の契約法人（ホール）において、経営破綻等の事由により、貯玉
会員の貯玉／メダルが交換不能となった場合、一般社団法人貯玉補償基金による補償が
実施されます。補償業務の要旨と実施に至るまでの手順等をご紹介します。

   第三者貯玉保証管理制度の契約法人（ホール）が、

万一、経営破綻等の事由により貯玉会員の貯玉／

メダルが交換不能となっても、Ｊ－ＮＥＴでは、裁判所

（破産管財人）又は代理人（弁護士）と今後についての

折衝を行い、貯玉補償基金と緊密に連携しながら

該当法人（ホール）の貯玉会員への補償実施の準

備をします。

   のちに、貯玉補償基金の理事会で補償適用の可

否が審議され、その適用が決議されれば、補償業務

の実施について、詳細な日程・内容等を決定します。

   補償業務の実施要領等については、事前に裁判所

（破産管財人）、代理人（弁護士）、関係行政当局、

遊技場組合等へ連絡し、ご理解をいただくこととしてい

ます。

   貯玉／メダルの補償業務は、まず、貯玉会員へポ

スターや葉書等で補償実施の案内告知を行います。

   補償は、賞品（カタログ掲載商品または一般雑貨

等）で行われます。貯玉会員は送付された「カタログ

掲載商品による補償」や「現地での補償」により補償

を受けることとなります。

   Ｊ－ＮＥＴでは貯玉補償基金より委託を受け、ファン

の利益保護のため、補償業務を実施しております。

なお、第三者貯玉保証管理制度の未契約法人（未契

約ホール）の貯玉／メダルが交換不能になった場合

には、貯玉補償基金の補償対応は一切ありません。

貯玉会員の皆様に対しましては、前述のような不利益

が発生することがないよう、遊技の前に必ず、弊社

「安心貯玉ホームページ」や「貯玉補償基金ホーム

ページ」で契約法人を確認いただくことを強く推奨させ

ていただいております。

本社移転のご案内

   このたび、Ｊ-ＮＥＴ株式会社は業務効率化と

人材登用を目的に、本社を右記に移転すること

になりました。

　 新社屋での業務開始は2019年11月25日(月）

の予定です。　

－新住所－
　 〒160-0023
　　東京都新宿区西新宿6丁目18番1号
　 住友不動産新宿セントラルパークタワー

　 電話:03-6258-1980　FAX:03-6258-1982
https://www. j-net-sys.co. jp/

TEL :03-6258-1980 （2019年11月25日業務開始）
編集担当／相澤
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